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平成１８年９月２１日

各市町村障害担当課長　様

高知県障害福祉課長　　　　　

（公　印　省　略）　　　　　

手話通訳者及び要約筆記者派遣事業に関する委託契約について

　日ごろは、高知県の障害者施策に格段のご尽力を賜り誠にありがとうございます。

　さて、標記の事業につきましては、市町村地域生活支援事業の必須事業として位置づけられておりますが、委託契約の方法につきましては、事務の軽減を図るため、市町村から委託契約に関する権限を県に委任していただき、県が下記団体と契約する方法を検討し、進めてきたところです。

この度、両事業につきまして実施要綱（別添１及び２）を作成しましたので、内容を確認していただき、同封の委任状を平成１８年９月２７日（水）・期限厳守までに高知県障害福祉課・掛水まで提出していただきますようお願いします。

記

１　手話通訳者派遣事業　　　社団法人高知県聴覚障害者協会

２　要約筆記者派遣事業　　　特定非営利活動法人高知県難聴者・中途失聴者協会

【担当】　高知県障害福祉課　掛水

【電話】０８８－８２３－９６３４

